
林地開発許可制度の体系図

許可を必要とするもの 開発行為をし 許可を必要としない場合
〔法10の2①〕 ようとする者 〔法10の2①〕

対象 地域森林計画の対象となって １ 国、地方公共団体が行う場合
いる民有林 申請書 連絡調整 ２ 非常災害のために必要な応急

保安林・保安施設地区 提 出 （適用除外） 措置として行う場合
海岸保全区域を除く ３ 公益性が高いものとして省令

規模 政令で定める規模をこえるもの で定める事業の施行として行う
（１ha） 場合

都道府県知事

都道府県森林審議会、関係市町村長の 審 査
意 見 聴 取

〔法10の2⑥〕 現 地 調 査

災害の防止 水害の防止 水の確保 環境の保全
〔法10の2②1〕 〔法10の2②1の2〕 〔法10の2②2〕 〔法10の2②3〕

当該開発行為により 当該開発行為により 当該開発行為により 当該開発行為により
周辺の地域において 下流地域において水 水の確保に著しい支 周辺の地域において
土砂の流出又は崩壊 害を発生させるおそ 障を及ぼすおそれが 環境を著しく悪化さ
その他の災害を発生 れがあるかどうか あるかどうか せるおそれがあるか
させるおそれがある どうか
かどうか

森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意 〔法10の2③〕

おそれがある場合
不 許 可

おそれがない場合

許 可 条件を附することができる
〔法10の2④,⑤〕

監督処分 〔法10の3〕 開発行為施行 施 行 状 況 調 査
開発行為の中止命令
復旧命令

対象１ 無許可開発をした者 完了確認調査
２ 許可条件に違反して開発

をした者
３ 不正な手段によって許可

を受けて開発した者 罰 則 〔法206〕
１ 無許可 150万円以下
２ 監督処分命令違反

150万円以下

注：〔 〕は、根拠法である森林法の条項を示す。


